
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成２９年７月２９日（土）午前１０時００分から 

会 場：千葉市稲毛区穴川４丁目１２番４号 

稲毛保健福祉センター３階「会議室」 
 

千葉都市計画の決定（素案）に関する都市計画説明会【資料】 

「小仲台３丁目・４丁目地区地区計画」 

 

○この説明会は、「小仲台３丁目・４丁目地区地区計画」に係る都市計画の決定案を作成するにあたり、

作成した素案の内容等を広く市民の皆様へお知らせし、意見を求めるため開催するものです。 
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千葉都市計画地区計画の決定 

（小仲台３丁目・４丁目地区地区計画） 



 

１ 

 

 

１ 現状及び経緯等 

 本地区は、ＪＲ稲毛駅から東へ約７００ｍの距離に位置

し、戦後に公共施設の整備とともに住宅建設が進められ、

低層を主体としたゆとりある住宅地が形成されました。 

その後、この地区は、小仲台新向会第一地区建築協定、

小仲台三丁目地区建築協定及び小仲台三丁目西地区建築

協定により、低層を主体としたゆとりある住宅地としての

環境が維持及び保全されてきています。 

 

このような中、当該の建築協定が、小仲台新向会第一地

区の平成２９年５月９日をはじめ順次、有効期間を満了し

ていくことから、地元自治会が、土地所有者等の意向を反

映した地区計画の地元案を作成し、これを基に地区計画の

決定等に関する要望書が提出されました。 

 

 

２ 地区計画の決定理由 

建築協定が有効期限を迎えるにあたり、将来にわたって

既存の良好な市街地環境を維持及び保全するとともに、周

辺環境と調和し、利便性に配慮された快適で良好な街並み

の維持を図るため、地区計画を決定します。 

  

小 仲 台 ３ 丁 目 ・ ４ 丁 目 地 区 

位 置 図 

稲毛駅 

京成稲毛駅 
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３ 地区計画（素案）の内容 
千葉都市計画地区計画の決定（千葉市決定） 

名  称 小仲台３丁目・４丁目地区地区計画 

位  置 千葉市稲毛区小仲台３丁目及び小仲台４丁目の各一部 

面  積 約 ７．１ｈａ 

地 区計画 

の 目 標 

本地区は、ＪＲ稲毛駅から東へ約７００ｍの距離に位置し、戦後に公共施設の整備とともに住宅建設が進められ、低層を主体としたゆ

とりある住宅地が形成されている。 

このため、地区計画を導入することにより、既存の良好な市街地環境を維持及び保全するとともに、周辺環境と調和し、利便性に配慮

された快適で良好な街並みの維持を図ることを目標とする。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

土地利用に 

関する方針 

本地区の土地利用を４地区に区分し、土地利用の方針を次のように定める。 

（１） 住宅地区Ａ 

周辺環境との調和に配慮しつつ、ゆとりある低層住宅を主とした土地利用を図る。 

（２） 住宅地区Ｂ、住宅地区Ｃ 

周辺環境との調和に配慮しつつ、ゆとりある低層の一戸建て住宅地としての土地利用を図る。 

（３） 利便地区 

周辺環境との調和に配慮しつつ、幹線道路沿道としての商業施設や地区の利便性を高める施設を主とした土地利用を図る。 

公共施設の 

整備及び保全 

に関する方針 

本地区内の道路、公園等の機能が損なわれないよう維持・保全を図る。 

建築物その他

の工作物の 

整備の方針 

良好な居住環境を維持及び保全し、周辺環境との調和を図るため、建築物等に関する事項を次のとおり定める。 

（１） 建築物等の用途の制限 

（２） 建築物の敷地面積の最低限度 

（３） 壁面の位置の制限 

（４） 建築物の高さの最高限度 

（５） 建築物の形態又は意匠の制限 

（６） 垣又はさくの構造の制限 
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地

区

整

備

計

画 

建
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物

等

に
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す

る

事

項

 

地
区
の
区
分 

区分の 

名 称 
Ａ地区 住宅地区Ｂ 住宅地区Ｃ 利便地区 

区分の 

面 積 
約 ５．２ ｈａ 約 ０．４ ha 約 ０．２ ha 約 １．３ ha 

建 築 物等 

の 用途の 

制 限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 

（１） 一戸建ての住宅 

（２） １２戸以下の長屋 

（３） １２戸以下の共同住宅 

（４） 一戸建ての住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ね

るもののうち建築基準法施行令第１３０条の３で定めるもの（同条第

４号に掲げるものを除く。） 

（５） 診療所 

（６） 老人ホーム、福祉ホーム、老人福祉センターその他これらに類す

るもの（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（平成１７年法律第１２３号）第５条第１４項の就労継続支援若し

くは同条第１５項の共同生活援助又は介護保険法（平成９年法律第１

２３号）第８条第１７項の地域密着型通所介護、同条第１８項の認知

症対応型通所介護若しくは同条第２０項の認知症対応型共同生活介

護を行うものに限る。）で、その用途に供する部分の床面積の合計が

３００平方メートル未満のもの 

（７） 前各号の建築物に附属するもの 

（８） 地区計画の決定の際現に存する建築物又は現に工事中の建築物
であって、その用途が前各号のいずれにも該当しないもの（以下この
号において「既存建築物」という。）の敷地（建築基準法第８６条の
９第１項各号に掲げる事業の施行により、既存建築物の敷地面積が減
少した場合にあっては、当該事業の施行による減少後の敷地）の全部
を１の敷地として新築、改築又は増築をする場合における当該新築、
改築又は増築後の建築物であって、その用途が既存建築物の用途と 
同一であるもの 

次の各号に掲げる建築物以外の建築

物は、建築してはならない。 

（１） 一戸建ての住宅 

（２） 前号の建築物に附属するもの 

次の各号に掲げる建築物

は、建築してはならない。 

（１） ホテル又は旅館 

（２） 集会場（葬儀を行

うものに限る。） 

（３） マージャン屋、ぱ

ちんこ屋、射的場、勝

馬投票券発売所、場外

車券売場その他これら

に類するもの 

（４） 風俗営業等の規制

及び業務の適正化等に

関する法律第２条第６

項から第１１項まで又

は第１３項に規定する

営業の用に供するもの 

（５） 墓地、埋葬等に関

する法律第２条第６項

に規定する納骨堂 
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地
区
の
区
分 

区分の 

名 称 
Ａ地区 住宅地区Ｂ 住宅地区Ｃ 利便地区 

区分の 

面 積 
約 ５．２ ｈａ 約 ０．４ ha 約 ０．２ ha 約 １．３ ha 

建築物の 

敷地面積の 

最低限度 

－ １５０㎡ １３５㎡ － 

壁面の位置 

の 制 限 

建築物（地盤面下の部分を除

く。）の外壁又はこれに代わる柱

の面から隣地境界線までの距離

は、０．５ｍ以上とする。 

ただし、自動車車庫、物置その

他これらに類する附属建築物で、

高さが３ｍ以下のものは、この限

りではない。 

建築物（地盤面下の部分を除く。）

の外壁又はこれに代わる柱の面か

ら道路境界線及び隣地境界線まで

の距離は、０．８ｍ以上とする。 

ただし、自動車車庫、物置その他

これらに類する附属建築物で、高さ

が３ｍ以下のものはこの限りでな

い。 

建築物（地盤面下の部分を除く。）の外

壁又はこれに代わる柱の面から道路境界

線までの距離は、０．５ｍ以上、隣地境界

線までの距離は、０．８ｍ以上とする。 

ただし、自動車車庫、物置その他これら

に類する附属建築物で、高さが３ｍ以下の

ものは、この限りではない。 

－ 

建築物の高さ 

の最高限度 

１０ｍ 

ただし、地階を除く階数は、３以

下とする。 

１０ｍ 

ただし、地階を除く階数は、３以下

とする。 

１０ｍ 

ただし、地階を除く階数は、３以下とする。 － 

建築物の形態 

又は意匠の制限 

建築物の外壁又はこれに代わ

る柱の色彩は、原色を避け周辺の

環境と調和した落ち着きある色

調とする。 

建築物の屋根及び外壁又はこれ

に代わる柱の色彩は、原色を避け周

辺の環境と調和した落ち着きある

色調とする。 

建築物の屋根及び外壁又はこれに代わ

る柱の色彩は、原色を避け周辺の環境と調

和した落ち着きある色調とする。 
－ 

 － － 

 道路との境界部分の垣又はさくの構造

は、生垣又は透視可能なフェンスその他こ

れらに類する構造であって、高さは１．８

ｍ以下（生垣を除く。）とする。 

ただし、コンクリート造、ブロック造、

石垣その他これらに類する構造であって

高さが０．６ｍ以下のもの、門柱の用に供

するものは、この限りではない。 

－ 
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凡例 

地区計画区域  

地
区
整
備
計
画
区
域 

住宅地区Ａ  

住宅地区Ｂ  

住宅地区Ｃ  

利便地区  

Ｎ 計 画 図 

千葉都市計画地区計画の決定について（千葉市決定） 
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（参考）都市計画決定手続きの流れ 
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会場案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場：稲毛保健福祉センター３階「会議室」 

住所：千葉市稲毛区穴川４丁目１２番４号 

交通手段 

〈電車とバス〉 
JR稲毛駅東口2番乗場より京成バス「山王町」 
「千葉センター（ポリテクセンター千葉）」 
「ザ・クインズガーデン稲毛」ゆき『稲毛区役所』下車徒歩１分 

〈車〉 

京葉道路穴川インターチェンジより１ｋｍ 

 

 

千葉市 都市計画課 土地利用班 

千葉市中央区千葉港２番１号 

千葉中央コミュニティセンター３階 

TEL:０４３－２４５－５３０４ 

FAX:０４３－２４５－５６２７ 

e-mail:keikaku.URU@city.chiba.lg.jp 

お
問
い
合
わ
せ
先 

稲毛駅 

稲毛区役所 

稲毛保健福祉センター 

バス停（稲毛区役所） 


